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マイナンバーカードを利用して住民票などをコンビニで取得できます

マイナンバーカード総合支援窓口開設中

　マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどに設置されている多機能端末機
（マルチコピー機）で、住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得できます。コンビニ交付なら、令和
６年３月 31 日まで手数料は１通 10 円です。
取得できる証明書　住民票の写し、印鑑登録証明書、所得／課税・非課税証明書
必 要 な も の　マイナンバーカードと暗証番号
取得可能店舗　マルチコピー機の設置してある全国のコンビニエンスストア等
利用可能時間　午前６時 30 分～午後１１時（メンテナンス日を除く）
手 　 数 　 料　１通 10 円（令和６年３月 31 日まで、以降は２００円）
※コンビニ交付で発行する証明書の様式は、役場窓口で発行する様式と一部異なりますが証明書として

有効です。その他、注意事項等は、お問い合わせください。

住民票の写し、印鑑登録証明書に関して
あ町民課住民担当　う内線 124・125

所得／課税・非課税証明書に関して
あ税務課課税担当　う内線 133・134

　マイナンバーカードの申請サポート、受け取り、マイナポイントの申込みサポート等、マイナンバー
カードに関することの手続き窓口を開設しています。
●平　日：役場２０３会議室　午前８時 30 分～ 11 時 30 分　午後１時～４時 30 分
●土曜日：役場１階　町民課　午前８時 30 分～ 11 時 30 分
※土曜日は混雑が予想されますのでご了承ください。

マイナンバーカードの申請サポートに必要なもの（※写真撮影をします）
●本人確認書類（ＡまたはＢ）
Ａ：運転免許証、パスポート、在留カード等のうち１点
Ｂ：健康保険証、年金手帳、医療費受給者証、学生証等のうち２点
※ＱＲコード付き申請書をお持ちの方は、ご持参ください。

マイナポイントの申込みサポートに必要なもの
●マイナンバーカード（暗証番号もお忘れなく）
●キャッシュレス決済サービスＩＤとセキュリティコードのわかるもの
　（カードやスマートフォンなど）
●口座番号がわかるもの（通帳やキャッシュカード）
※マイナポイントは、令和４年 12 月末までにマイナンバーカー

ドを申請した方が対象で、マイナポイントの申込み期限は令和
５年２月末までです。

あ町民課　住民担当　う内線 124・125
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新型コロナウイルス感染症対策を実施します 
・マスクの着用をお願いします 
・熱があるなど体調の悪い場合は、参加をご遠慮ください。
※新型コロナウイルスの感染状況により中止する場合があります。

今、知ってほしい法律の話 
～子ども編・ＤＶ編～ 講   演 

 

４
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 （土） 

法テラス川越法律事務所 

弁護士 吉田智子 氏

内   容 弁護士ってどんな仕事？ DVとはどのようなものか？

被害者を守る法律の内容は？ どんなときに離婚ができるのか？

子どもの養育費はどうすればもらえるのか？

子どもと暮らしていない親は子どもに会えないのか？

どのようなときに弁護士に相談すればいいのか？

子どもを語るオレオレ詐欺に騙されないミニ知識

法律の知識は、知ってる
か知らないかで人生が変わ
ってしまうことがあります。 

あなたのため、あなたの
家族や友人のために、今知
って欲しい法律の話です。 

あ総務課 地域支援・防災安全担当 
 う049-292-3121　内線217

講  師

時  間 午前10時30分～正午（午前10時受付開始） 

場  所 越生町中央公民館 視聴覚ホール 

法テラス（日本司法支援センター）の常勤弁護士。
法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所。
鹿児島市、茨城県水戸市、島根県隠岐の島町、松江市、三重県津市所在
の法テラスの各法律事務所で相談業務等にあたってきた。
令和４年４月からは法テラス川越法律事務所にて勤務している。

(講師紹介)　
参加費
無料

マイナンバーカード総合支援窓口を
土曜日午後と日曜日も開設します
土曜日午後　１月14日(土)、21日（土）
　　　　午後１時～４時 30 分
日曜日　１月15日(日)
　　　　午前８時30 分～ 11 時 30 分
　　　　午後１時～４時 30 分
場　所　役場１階町民課窓口
※他の業務（住民票の写しの交付等）は、

実施しませんのでご注意ください。
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